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アンフォーレ管理者運営協議会会則  

（目的）  

第１条  本会は、安城市中心市街地拠点施設及び同一敷地内の民間施設

（以下「アンフォーレ」という。）の運営について、アンフォーレの管

理運営に関係する主体間（以下「関係主体間」という。）で積極的か

つ円滑に連携及び協働を図ることで、アンフォーレの魅力を高め、中

心市街地の賑わい創出及び活性化につなげることを目的とする。  

（名称）  

第２条  本会は、アンフォーレ管理者運営協議会（以下「協議会」とい

う。）という。  

（所掌事項）  

第３条  協議会は、次に掲げる事項に関し必要な協議を行う。  

（１）関係主体間での連携及び協働に関する事項  

（２）各主体が実施するイベント等に関する事項  

（３）その他目的を達成するために必要な事項  

（構成員）  

第４条  協議会は、次に掲げる者で構成する。  

（１）安城市中心市街地交流多目的スペース及び安城市中心市街地イベ

ント広場の指定管理者  

（２）安城民間収益サービス株式会社  

（３）安城情報拠点施設サービス株式会社  

（４）安城市  

（５）その他会長が必要と認める者  

（役員）  

第５条  協議会に以下の役員を置く。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 ２名以内 

２  会長は構成員の互選により定め、副会長は会長の指名により定める。 

３  会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

４  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた
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ときは、その業務を代行する。  

５  役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。  

（会議）  

第６条  協議会の会議は、会長が招集する。  

２  会長は協議会の議長となり、議事を整理する。  

３  協議会は、必要に応じて構成員以外の関係者の出席を求めることが

できる。  

（秘密の保持）  

第７条  構成員は、職務上知り得た個人の情報について、他に漏らして

はならない。  

（事務局）  

第８条  協議会の事務局は、安城情報拠点施設サービス株式会社に置く。 

（委任）  

第９条  この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項

は、会長が別に定める。  

 附  則  

１  この会則は、平成２８年１０月２１日から施行する。  

２  この会則は、平成４４年５月３１日限り、その効力を失う。  


